
所有者による閲覧、
情報の再登録

 履歴サポート事業者登録 ［新規・更新・再登録］ 各24,000円（税別）

戸別申込の場合　 共同住宅一括申込をご希望の場合は、弊社もしくは以下の取次店までお問い合わせください。

 データ電子化・アップロードサービス 40,000円（税別）  データ容量追加サービス 30,000円（税別）／300MB

 新　規 更　新 更　新 更　新 以後同じ （10年間） （11年目） （21年目） （31年目）

 30,000円  無料※  無料※

 新　規 更　新 更　新 更　新 以後同じ （10年間） （11年目） （21年目） （31年目）

 2,000円  2,000円※  2,000円※ 物価水準及び経済環境の
変化に応じて決定します。 

物価水準及び経済環境の
変化に応じて決定します。 

・住宅履歴情報を1戸蓄積するごとに上記費用が必要です。　・オプションの生産者情報は必ず住宅履歴情報蓄積サービスとセットでの申込になります。
・更新に先立ち、住宅あんしん保証より更新案内を送付します。
※を付した更新料につきましては、更新案内送付時における物価水準および経済環境に鑑み改定することがあります。　

物価水準及び経済環境の
変化に応じて決定します。 

物価水準及び経済環境の
変化に応じて決定します。 

履歴サポート
事業者登録

履歴サポート事業者は
事業者登録が必要です。

蓄積する物件の
申込み

物件の
履歴情報の登録

履歴サポート
事業者登録

住宅履歴情報　蓄積サービス料 （契約期間10年、以後10年毎に更新）

履歴サポート事業者登録料 （1年更新）

（税別）

（税別） オプション  生産者情報　蓄積サービス料（契約期間10年、以後10年毎に更新）

 オプション  データ電子化・アップロードサービス料  オプション  データ容量追加サービス料

利用までの流れ

国土交通大臣指定  住宅瑕疵担保責任保険法人
国土交通大臣登録  住宅性能評価機関
住宅履歴情報サービス機関　機関コード0048

■本社
〒104-0031  東京都中央区京橋1- 6 - 1  三井住友海上テプコビル 6階
 TEL.03 - 3562- 8122    FAX.03 - 3562 - 8031

お客様相談室 TEL.03 - 6824-9095
http://www.j-anshin.co.jp

●カタログ記載内容／2013年12月現在
●本カタログに記載しております内容は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせは
（履歴取次店）

ホームページ

P-0501-1312-1

株式会社住宅あんしん保証

❶ 履歴サポート事業者が
物件の申込を行います。

❷ 事業者に申込完了通知
をメールいたします。

❶ 事業者登録申請時に、
Eメールアドレスを登録
していただきます。

❷ 登録完了後、履歴サポー
ト事業者証および専用
アカウント・
パスワードを
発行します。

❶ 履歴サポート事業者が
住宅履歴情報の初回の
登録をします。

❷ 完了後に住宅履歴情報預
り票および蓄積書類一覧
をメールい
たします。

履歴サポート事業者による
初回の登録完了後、以下
の書類を送付します。

① 住宅履歴情報預り票
② 蓄積書類一覧
③ ユーザー ID／
 パスワード通
 知書

◎ご契約に関する個人情報は、弊社個人情報保護方針に基づき取り扱います。詳しくは、住宅あんしん保証ホームページをご覧ください。

データ電子化・アップロードサービスとは履歴取次店が事業者に代わって住宅履歴情報
および生産者情報を電子データに変換し、所定のシステムに蓄積・登録を行うサービスです。
（A3サイズ以下で且つ単票形式の書類のみ対応をいたします。）

履歴サポート事業者の有効期間は登録完了日の属する月を
起点とした1年後の同月末日までとなります。

各種料金のご案内

住宅履歴情報サービス

住宅所有者の住宅履歴情報を
長期保管するサービスです。
住宅所有者の住宅履歴情報を
長期保管するサービスです。

＊住宅履歴情報は住宅所有者の財産です。

事業者向け

大切な住まいの情報を次世代へ
住宅を長持ちさせるための具体的な取り組みとして

住宅履歴情報の整備が求められています。



オプション

●事業者営業情報5年後

情　報 情　報

住宅所有者に一般社団法人住宅履歴情
報蓄積・活用推進協議会が配布する、全
国で唯一のID（＝共通IDといいます）が
発行・付与されます。

蓄積している情報を元に１ヶ月、3ヶ月、
6ヶ月、1年そして、5年、10年と経過年
数を事業者へお知らせいたします。それ
により、計画的な保守・点検や改修・リ
フォームの提案を確実に
行うことができます。

経過年数告知サービス

住宅履歴情報

住宅履歴情報

住宅所有者

事業者専用システム 所有者専用システム

契約書

履歴サポート事業者
オプション申込有り

生産者情報

住宅のお手入れ
　　　の記録等

リフォームのご提案

点検のご案内

●事業者営業情報

○住宅履歴情報

契　約

引　渡

10年後
そろそろ我が家も
リフォームかな～？

建築確認、
設計図、
性能評価書など

住宅履歴情報を
アップロード

事業者営業情報は
物件所有者へ

引き渡されません。

アップロードした
住宅履歴情報を登録

打ち合わせ記録、
瑕疵保険証券など

住宅所有者に

住宅所有者に

情　報

情　報 情　報

情　報

蓄積された情報は住宅所有者がいつで
も自由に閲覧できます。随時、情報の追
加も行うことができます。

住宅所有者が管理を行う「住宅履歴情報」と履歴サポート事業者が管理を行う「生産者情報（＝住宅履歴情報
+事業者営業情報）」の2つの情報を住宅に関連付けて、保存・活用が可能です。また、「事業者専用システム」
と「所有者専用システム」のそれぞれに蓄積されるため、セキュリティも万全です。

住宅履歴情報を登録

着　工

オプション

何かお困りごとは
ないかな？

お役に立ちます！
計画的な保守・点検や改修、
リフォームの提案を
行うことができます。

住宅所有者 住宅所有者のメリット

事業者
蓄積情報

蓄積情報

蓄積情報

蓄積情報

蓄積情報

リフォーム

活用
蓄積

 蓄積開始
住宅履歴となる情報に
は新築時の情報だけで
なく、維持管理段階の
情報も含まれます。

■住宅履歴情報とは住宅の設計・施
工、維持管理、権利及び資産に関
する情報をいいます。

■住宅履歴情報の所有者は「住宅の
所有者」になります。

■住宅所有者が変わっても情報は引
き継がれ活用されていきます。

 蓄積情報は住まいの 
 「履歴書｣になります。
■住宅履歴情報とは住宅の設計・施
工、維持管理、権利及び資産に関
する情報をいいます。

■住宅履歴情報の所有者は「住宅の
所有者」になります。

■住宅所有者が変わっても情報は引
き継がれ活用されていきます。

住宅所有者の変更

● 計画的な維持管理
● 合理的なリフォーム
● 売買に有利
● 災害時等の迅速な対応リフォーム

活用
蓄積

点検 点検 点検

生産者情報＝住宅履歴情報＋事業者営業情報

住宅履歴情報の必要性

住宅を建てて壊す時代から、質を高め、長持ちさせる時代へと変化しています。 住宅所有者の住宅履歴情報を、 『履歴サポート事業者※』が蓄積のお手伝いをします。
その情報を 住宅あんしん保証 がお預りし、長期間蓄積するサービスです。
　※「履歴サポート事業者」とは、住宅所有者から委任を受け、「あんしんいえかるて」に住宅履歴情報の蓄積をサポートできる事業者です。

OB顧客へのサービスに
情報を蓄積することで、自社で建てたり、
リフォームした住宅の「経過年数告知
サービス」をご利用いただけます。
OB顧客へのリフォーム提案や定期点検
の時期を逃すことなく、サービスの充実・
顧客満足につながります。

便 利

顧客管理を容易に
生産者情報を蓄積することで、自社で建
てたり、リフォームした住宅の情報が、
いつでも「あんしんいえかるて」で整理
された状態で閲覧できます。

安心して蓄積
PDF形式などの電子データで蓄積する
ため、紙と違って劣化しません。
また、お預りした住宅履歴情報・生産者
情報は専用サーバーにそれぞれ分けて蓄
積されているので、セキュリティも万全
です。

管 理

安 心
図書保存の義務化への対応
建設業法で定められた営業に関する図書の
10年間の保存義務。
「あんしんいえかるて」では、事業者営業情
報（住宅履歴情報を含む生産者固有の情報
である「打ち合わせ記録」「原価関連資料」
「保険証券等」）の蓄積※が10年間行えます。
※事業者営業情報の蓄積には生産者情報蓄積サービスのオプション申込が必要です。 

義 務

住宅を長持ちさせるには長期的な視点に立った建設と適切な維持管理が大変重要です。そのためにはどのように設計、
施工され、修繕や改修、リフォームが行われたかといった住宅履歴情報が不可欠です。

事業者のメリット

の仕組み

が、提案型ビジネスを継続的にサポートします。
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物件の申込を行います。

❷ 事業者に申込完了通知
をメールいたします。

❶ 事業者登録申請時に、
Eメールアドレスを登録
していただきます。

❷ 登録完了後、履歴サポー
ト事業者証および専用
アカウント・
パスワードを
発行します。

❶ 履歴サポート事業者が
住宅履歴情報の初回の
登録をします。

❷ 完了後に住宅履歴情報預
り票および蓄積書類一覧
をメールい
たします。

履歴サポート事業者による
初回の登録完了後、以下
の書類を送付します。

① 住宅履歴情報預り票
② 蓄積書類一覧
③ ユーザー ID／
 パスワード通
 知書

◎ご契約に関する個人情報は、弊社個人情報保護方針に基づき取り扱います。詳しくは、住宅あんしん保証ホームページをご覧ください。

データ電子化・アップロードサービスとは履歴取次店が事業者に代わって住宅履歴情報
および生産者情報を電子データに変換し、所定のシステムに蓄積・登録を行うサービスです。
（A3サイズ以下で且つ単票形式の書類のみ対応をいたします。）

履歴サポート事業者の有効期間は登録完了日の属する月を
起点とした1年後の同月末日までとなります。

各種料金のご案内

住宅履歴情報サービス

住宅所有者の住宅履歴情報を
長期保管するサービスです。
住宅所有者の住宅履歴情報を
長期保管するサービスです。

＊住宅履歴情報は住宅所有者の財産です。

事業者向け

大切な住まいの情報を次世代へ
住宅を長持ちさせるための具体的な取り組みとして

住宅履歴情報の整備が求められています。


